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エグゼクティブサマリー
過去数週間にわたり、ドイツ議会（Bundestag）ではいくつかの税制関連法案が
前進しました。主な法案には次が含まれます。（i）欧州連合（EU）の租税回避防止 
指令の実施、（ii）パートナーシップに対するチェック・ザ・ボックス・ルールの導入、
（iii）不動産譲渡税法の改正、（iv）源泉徴収税規則の全般的な見直しです。

具体的な措置には、以下のものがあります。

• 2021年5月21日、連邦議会は、ハイブリッド防止ルールを含むドイツの 
「EU租税回避防止指令実施法」に合意しました。EU租税回避防止指令は、 
2016年7月12日の理事会指令2016/1164および2017年5月29日の理事会 
指令2017/952で定められており、それぞれATAD I、IIと呼ばれています。 
連邦参議院（Bundesrat）の承認は2021年6月25日に予定されています。

• 同会期中の2021年5月21日、連邦議会は、長年議論されてきた法人課税
の改革を採択し、商業パートナーシップの税務上の事業体分類について 
「チェック・ザ・ボックス」システムを導入しました。この連邦参議院の承認も
2021年6月25日に予定されています。

• 2021年5月5日、連邦議会は、ドイツにおける資本投資およびロイヤルティ 
からの所得に関する源泉徴収税（WHT）手続きの改訂に関する法律案を採択
しました。連邦参議院の承認は2021年5月28日の予定です。

• 長年議論されてきた不動産譲渡税法の改革は、2021年4月21日に連邦議会で 
採択されました。連邦参議院は2021年5月7日にこの法案を承認しました。 
したがって、新しい措置は新法に基づき2021年7月1日に施行されます。
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詳細解説
ATAD（租税回避防止指令）実施法
前述の通り、連邦議会は2021年5月21日にこの法案を 
可決し、連邦参議院（Bundesrat）の承認は2021年6月25日 
に予定されています。ATADに沿って、法案ではいくつかの 
変更が行われます。主な措置は以下の通りです。

• 広範囲にわたる一般的なハイブリッド防止ルール（所得 
税法第4k条）の導入。これは、概ねOECD1の行動2の提案
とATAD IおよびIIの規定に基づいています。

• リバース・ハイブリッド・ミスマッチ・ルールの国内導入（所得
税法第49条第1項の11）。

• 国境を越えた資産移転の課税/出口課税。

• 個人に対する出口課税に関する重要な変更（外国税法 
第6条）および、ドイツの外国子会社合算税制（CFC）規則
についても重要な変更があります。CFC規則にはいわゆる 
「高税率除外」の基準となる現在の実効税率25%に対し
期待されていた引き下げや、営業税の税額控除メカニズム
は含まれていません。

当初提案され、議論されていたクロスボーダー会社間資金 
調達規則は、政府草案では削除され、連邦議会でも再び盛り
込まれていません。

一部の条項を除き、この措置は原則として2022年1月1日に 
発効します。ハイブリッド防止ルールは、特定の例外が適用 
されない限り、一般的に2019年12月31日以降に発生した 
費用に遡及的に適用されます。

2021年に立法手続きが開始され、2021年に法律が制定される 
予定であるため、2020年の課税期間への適用は、既に終了した 
課税年度に対する遡及的な変更であり、裁判所がATADに 
照らしてこの遡及をどの程度認めると判断するかが注目されて 
います。詳細については、連邦議会で採択されたバージョンと
基本的に同じ内容の政府案に関するEY Global Tax Alertを
ご参照ください。

パートナーシップの「チェック・ザ・ボックス」選択の
導入、およびさらなる変更
連邦議会は2021年5月21日、長年議論されてきた法人課税の
改革案を採択しました。この法案は基本的に、税務上の事業体 
分類に関する「チェック・ザ・ボックス」システムを導入するもの
です。この提案によると、商業パートナーシップ（ドイツではKG
またはOHGであるが、事実上の（デファクト）パートナーシップ
ではない）は、所得税上、法人として扱われることを選択する 
ことができます。

法案にはさらなる措置も含まれています。ドイツ組織再編成 
税法は、さらにグローバル化されることになります。また、 
オルガンシャフト・グループの会計・税務の差異を反映させる 
ために、いわゆる「みなし出資ルール」が導入されます。さらに、 
株主貸付金に関連する為替変動による損失は、費用として損金 
算入できることになります。すべての措置は2022年1月1日
に発効します。

連邦参議院の承認は2021年6月25日に予定されています。
詳細については、法案の政府草案に関するEY Global Tax 
Alertをご参照ください。

https://globaltaxnews.ey.com/news/2021-5355-german-government-agrees-on-draft-atad-implementation-law
https://globaltaxnews.ey.com/news/2021-5353-german-government-agrees-on-draft-bill-introducing-check-the-box-elections-for-partnerships-and-further-changes
https://globaltaxnews.ey.com/news/2021-5353-german-government-agrees-on-draft-bill-introducing-check-the-box-elections-for-partnerships-and-further-changes
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巻末注
1. 経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development）

源泉所得税の軽減措置の現代化と様々な追加事項
に関する法律
2021年5月5日、連邦議会は、ドイツにおける資本投資に 
よる所得（すなわち、配当と利子）およびロイヤリティに関する 
源泉税手続きの改訂を提案する法律草案に合意しました。 
本法は、2021年1月20日付の政府草案に基づいていますが、
いくつかの変更、追加、削除が含まれています。具体的には、
法律には、ドイツのトリーティー・ショッピング（条約漁り）防止 
規定（所得税法第50d条第3項）の改正案と、源泉税の管理 
およびその救済の枠組みが依然として含まれています。これら 
の変更は、既存の保有構造に大きな影響を与える可能性が 
あるため、その影響を慎重に検討する必要があります。

当初提案されていた移転価格規定の改正（独立企業間原則
の法的定義に関する規定、価格調整条項および事前価確認 
制度（APA）に関する規定）は、ドイツATAD実施法の草案から
切り離され、源泉税救済の改訂に関する法案に移されました。 

連邦参議院の承認は2021年5月28日の予定です。詳細に 
ついては、法案の政府草案に関するEY Global Tax Alertを 
ご参照ください。

株式取引に関するドイツ連邦議会の合意
2021年5月7日の連邦参議院の承認により、ドイツの不動 
産譲渡税（RETT）法の変更案が可決されました。したがって、
新しい規則は2021年7月1日に発効します。

連邦議会で合意された法案の内容は、2019年7月19日の 
政府草案とほほ同様で、主な内容は以下の通りです。

• 他の関連するRETT条項においても、RETTのトリガーと 
なる株式譲渡に関連する閾値を95%から90%に全般的に
引き下げます。

• RETT法の新規定第1条パラ2bの導入、これはパートナー
シップのためのRETT法規定第1条パラ2aと同様に機能 
します。この新規定によると、10年以内に会社の株式の
90%以上を直接または間接的に新しい株主に譲渡した 
場合、その会社が所有するドイツの不動産に対するRETT
が発動されます。このルールは、一般的に2021年7月1日
以降の譲渡に適用されます（つまり、この日以降の譲渡は
すべて考慮されます）。

• また、パートナーシップの考慮対象期間も5年から10年に
延長されます。

• 当初の草案と比べて注目すべき変更は、上場条項の 
導入です。新しい規則では、企業の株式の特定の譲渡は
考慮されません。具体的には、本規則は、ドイツ証券取引法
（Wertpapierhandelsgesetz）第2条第11項に基づき、
ドイツ、EUの他の加盟国または欧州経済領域に関する 
協定の他の締約国で運営されている組織的な市場で株式
の取引が認められている法人、または指令2014/65/EU
の第25条（4）（a）に基づき欧州委員会が同等と宣言した 
第三国の取引所で株式の取引が認められている法人には
適用されません。

https://globaltaxnews.ey.com/news/2021-5059-german-government-issues-draft-law-on-modernization-of-withholding-tax-relief-and-various-additional-topics
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@EY_Japan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
太田 光範 アソシエートパートナー mitsunori.ota@ey.com
Lars Dahlen エグゼクティブディレクター lars.dahlen1@ey.com
Gerald Lies シニアマネージャー gerald.lies1@ey.com

本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com
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